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令和6年度介護報酬改定について
（小規模多機能型居宅介護）



令和6年度介護報酬改定の
施行時期について
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令和6年度介護報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令
和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ、以下の通りとなりました。（厚生労
働省老健局老人保健課 令和5年12月27日 事務連絡）

６月施行とするサービス

居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

４月施行とするサービス

上記以外のサービス
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令和6年度介護報酬改定に関する
審議報告について

【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36975.html
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同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合（１月あたり）

＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 3,438単位 3,450単位

要支援2 6,948単位 6,972単位

要介護１ 10,423単位 10,458単位

要介護2 15,318単位 15,370単位

要介護3 22,283単位 22,359単位

要介護4 24,593単位 24,677単位

要介護5 27,117単位 27,209単位

小規模多機能型居宅介護基本報酬

1 基本報酬の改定 ①
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同一建物に居住する者に対して行う場合（１月あたり）

＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 3,098単位 3,109単位

要支援2 6,260単位 6,281単位

要介護１ 9,391単位 9,423単位

要介護2 13,802単位 13,849単位

要介護3 20,076単位 20,144単位

要介護4 22,158単位 22,233単位

要介護5 24,433単位 24,516単位

小規模多機能型居宅介護基本報酬

1 基本報酬の改定 ②

美作市役所 健康政策課 介護保険係



8

短期利用の場合（１日あたり）

＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 423単位 424単位

要支援2 529単位 531単位

要介護１ 570単位 572単位

要介護2 638単位 640単位

要介護3 707単位 709単位

要介護4 774単位 777単位

要介護5 840単位 843単位

小規模多機能型居宅介護基本報酬

1 基本報酬の改定 ③
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地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み
２ 総合マネジメント体制強化加算の見直し

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護

１ 概要
・加算区分を新設、単位数を見直し
・算定要件の追加
地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発
揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点を追加・修正

２ 改定後の単位数
＜現行＞

総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月

＜改定後＞
総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 1,200単位/月（新設）
総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ） 800単位/月（変更）

3 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） の算定要件

今までの算定要件に加え、下記の項目を追加

①日常的に利用者との関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること

②必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス

計画を作成していること

③地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること

④障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること

⑤地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

⑥市町村が実施する通いの場や在宅医療：介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること

⑦地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
9
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質の高い公平中立なケアマネジメント 総合マネジメント体制強化加算の見直し(多機能系サービス)
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全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

１ 概要
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際
は、基本報酬を減産する。（経過措置１年間※）

２ 改定後の単位数
＜現行＞
なし

＜改定後＞
業務継続計画未実施減算
施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

3 算定要件
以下の基準に適合していない場合（新設）
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で
早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和７年３月３１日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備」及び「非常災害に
関する具体的計画の策定」を行っている場合には、減算を適用しない。

※ 訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年３月３１日までの間、減算を適用し
ない。 11

感染症や災害への対応力向上

3 業務継続計画未実施減算
＜経過措置１年間※＞
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高齢者虐待防止の推進

4 高齢者虐待防止措置未実施減算

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

１ 概要

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための

措置が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。

２ 改定後の単位数
＜現行＞
なし

＜改定後＞
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

3 算定要件

虐待の発生又はその再発を防止するための①～④の措置が講じられていない場合（新設）

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

②虐待の防止のための指針を整備すること。

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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5 身体拘束廃止未実施減算
＜経過措置１年間＞

短期入所系サービス★、多機能系サービス★

１ 概要
短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員
会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。
また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。
その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。

２ 改定後の単位数
＜現行＞
なし

＜改定後＞
身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）
※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算
であったが、各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、
短期入所系・多機能系サービスは所定単位数から平均して９単位程度/日の減算となる。

3 算定要件
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録すること
②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 13
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6 認知症対応力の強化①

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

１ 概要

・報酬区分を新設

①小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算に
ついて、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実
施を評価する新たな区分を設ける。

②その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直
しを行う。

２ 改定後の単位数
＜現行＞

認知症加算（Ⅰ） 800単位/月

認知症加算（Ⅱ） 500単位/月

＜改定後＞

認知症加算（Ⅰ） 920単位/月（新設）

認知症加算（Ⅱ） 890単位/月（新設）

認知症加算（Ⅲ） 760単位/月（変更）

認知症加算（Ⅳ） 460単位/月（変更）

14
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小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

3 算定要件
＜認知症加算（Ⅰ）＞（新設）
①認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は１以上、
20人以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

③当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

④認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

⑤介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

＜認知症加算（Ⅱ）＞（新設）
①認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は１以上、

20人以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

③当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

＜認知症加算（Ⅲ）＞（現行のⅠと同じ）
①認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合

＜認知症加算（Ⅳ）＞（現行のⅠと同じ）
①要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、（看護）小
規模多機能型居宅介護を行った場合

6 認知症対応力の強化②

15
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LIFEを活用した質の高い介護

7 科学的介護推進体制加算の見直し

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★
特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設、介護医療院

１ 概要

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護

を推進する観点から、見直しを行う。

2 算定要件

①LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「６月に１回」から
「３月に１回」に見直す。

②その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるよ
うにする。
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訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護
認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★
短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★
認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

１ 概要
・加算の新設
①介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につ
ながるよう加算率の引上げを行う。

②介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用され
るよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアッ
プ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処
遇改善加算」に一本化を行う。

※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより
効果的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。

8 介護職員の処遇改善①＜令和６年6月施行＞

17
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8 介護職員の処遇改善②＜令和６年6月施行＞

算定要件
①一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
②新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充てることを
要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として
新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分する
ことを求める。

18
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短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス

１ 概要
①介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び
分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担
軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。

②その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。

19

生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

9 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

＜経過措置3年間＞
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介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

10 生産性向上推進体制加算

短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス

１ 概要
・加算の新設
介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、見守り
機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的
に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算を設けることとする。

２ 改定後の単位数
＜現行＞
なし

＜改定後＞
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月（新設）
生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月（新設）

算定要件
＜生産性向上推進体制加算（Ⅰ）＞（新設）
①（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
②見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
③職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。
④１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。

＜生産性向上推進体制加算（Ⅱ）＞（新設）
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全
対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。
③１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
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通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★
多機能系サービス★、施設系サービス

１ 概要
①外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護職員
の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置
基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し
支えないこととする。

②適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に
基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要であるこ
とを改めて周知する。

2 算定要件
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令
の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。

①受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員

②受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過していない外国人介
護職員であって、受入れ施設に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日
本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者
その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準
を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの

③日本語能力試験N1又はN2に合格した者
21

11 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
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小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護

１ 概要

（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業

所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しな

いこととする。

2 基準

12 管理者の配置基準の見直し

22
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訪問系サービス★、通所系サービス★、多機能系サービス★
福祉用具貸与★、居宅介護支援

１ 概要

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用す

ることとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住

する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

２ 基準

※１：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山
村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪
雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、
交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困
難な地域

※２：①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振
興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域

※３：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地
帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸
島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過
疎地域、⑩沖縄の離島

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成21年厚生労働省告示第83号）及び厚生労働大臣が定める地域（平成24
年厚生労働省告示第120号）の規定を以下のように改正する。

＜現行＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する
過疎地域

＜改定後＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過
疎地域

13 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び
中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
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全サービス

１ 概要
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インター
ネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等
の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。
（令和7年度から義務付け）

２ 改定後の単位数
＜現行＞
１．事業者は事業所（施設）の見やすい場所に、運
営規程の概要、勤務体制その他の利用申込者の
サービスの選択に資すると認められる重要事項
を掲示しなければならない。
２．事業者は重要事項を記載した書面を事業所
（施設）に備え付け、かつ、これらを関係者に自由
に閲覧させることにより（略）掲示に変えることが
できる。

＜改定後＞
１．事業者は事業所（施設）の見やすい場所に、運営
規程の概要、勤務体制その他の利用申込者のサービ
スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しな
ければならない。
２．事業者は重要事項を記載した書面を事業所（施
設）に備え付け、かつ、これらを関係者に自由に閲覧
させることにより（略）掲示に変えることができる。

３．事業者は原則として、重要事項をウェブ
サイトに掲載しなければならない。

14 「書面掲示」の見直し
＜令和7年度から義務付け＞
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